
              
              

夫婦関係と 

子どもへの影響 
～ＤＶと法律について学ぶ～ 

女性限定 

申込 
第１回 ９．１５ 土 

講師 具 ゆり 先生 （ウィメンズカウンセリング名古屋ＹＷＣＡ フェミニストカウンセラー） 

家庭内で起こる暴力（ＤＶ）と夫婦関係が与える子どもへの影響について学びます。 

夫婦関係について、一度見直してみませんか？ 

「夫婦げんかとＤＶの違いは？～子どもに与える影響～」 

「“もしも”に備える！女性のための法律知識」 

」 
講師 中川 彩子 先生 （弁護士／名古屋家庭裁判所 非常勤裁判官） 

離婚や子どものことなど、家庭内で起こる様々な問題に対処するための法律につい

て学びます。 

８月３１日（金）までに電話・ＦＡＸ・メール、またはＷＥＢ申込 

 

ＴＥＬ 0532-51-2188  Ｅmail shiminkyodo@city.toyohashi.lg.jp 

ＦＡＸ 0532-56-5128   

会場 男女共同参画センター

（ライフポートとよはし内） 
女性 対象 ３０名（抽選） 定員 

予約制 託児付 

金 第２回 ９．２１ 

１０：３０～１２：００ 

１０：0０～１２：００ 



 

※記入していただいた個人情報はこのセミナーの受付等に使用し、他の目的には使用いたしません  

 
     

（ふりがな） 

① 氏 名 ： 

② 年 代 ：       代 

③ 住 所 ： 〒    － 

 

④ 電話番号： （     ）   － 

⑤ このチラシはどこで手に取られましたか。（             ） 

＜託児を希望される場合＞ ※事前に下記事項を記入して予約してください。 

託児は、生後 6 か月から小学３年生までのお子さんが対象で、お子さん１人につき 1 回 300 円

が必要です。 

なまえ（ひらがな）               歳   ヶ月（アレルギー       ） 

なまえ（ひらがな）               歳   ヶ月（アレルギー       ） 

申込先：市民協働推進課  FAX：0532－56－5128  

 
夫婦関係と子どもへの影響～ＤＶと法律について学ぶ～ 

男女共同参画センター「パルモ」のご案内 

 

●開館時間 午前９時～午後１０時 

●休館日  毎月第３月曜日 

●電話   0532-33-2800 

図書の貸出サービスがあります！ 

・お 1人３冊まで２週間借りられます。 

・市役所じょうほうひろばでの返却も可能です。 

・ゆっくり読書ができる図書コーナーもあります。 

＊初回に利用者登録証の作成が必要。 

（身分証明書の提示あり） 

ライフアップセミナーの案内について 

 

市民協働推進課では、新しいセミナーを開催するときは、メールアドレスをご登録いただいた

方あてにメールにてご案内をしております。案内を希望される方は、下記のアドレスあてに、件

名を「男女共同参画セミナー開催案内登録希望」として、お名前、送付先アドレスを明記の上、

メールをお送りください。（登録アドレスは、携帯・PC両方可） 

メール送付先：shiminkyodo@city.toyohashi.lg.jp  


